
浜松市条例第１８号 

   浜松市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 浜松市国民健康保険条例（昭和３４年浜松市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

改正前 改正後 

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第１０条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に

属する被保険者につき算定した基礎賦課額

（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第

３６２号。以下「政令」という。）第２９条

の７第１項第１号に規定する基礎賦課額を

いう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等

賦課額（同項第２号に規定する後期高齢者支

援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介

護納付金賦課被保険者（同項第３号に規定す

る介護納付金賦課被保険者をいう。以下同

じ。）につき算定した介護納付金賦課額（同

号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下

同じ。）の合計額とする。 

第１０条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の

合計額とする。 

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき

算定した基礎賦課額（国民健康保険法施

行令（昭和３３年政令第３６２号。以下

「政令」という。）第２９条の７第１項第

１号に規定する基礎賦課額をいう。以下

同じ。） 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき

算定した後期高齢者支援金等賦課額（政

令第２９条の７第１項第２号に規定する

後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下

同じ。） 

  (3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課

被保険者（政令第２９条の７第１項第３号

に規定する介護納付金賦課被保険者をい

う。以下同じ。）につき算定した介護納付

金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課

額をいう。以下同じ。） 

  (4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき

算定した子ども・子育て支援納付金賦課額

（政令第２９条の７第１項第４号に規定

する子ども・子育て支援納付金賦課額をい

う。以下同じ。） 

（後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均

等割額及び世帯別平等割額） 

（後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均

等割額及び世帯別平等割額） 

第１４条の５ 第１４条の２の被保険者均等 第１４条の５ 第１４条の２の被保険者均等



 

割額及び世帯別平等割額は、次のとおりとす

る。 

割額及び世帯別平等割額は、次のとおりとす

る。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 世帯別平等割額 次に掲げる額  (2) 世帯別平等割額 次に掲げる額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 

１世帯について ８，０００円 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について ８，０００円 

  イ・ウ （略）   イ・ウ （略） 

（介護納付金賦課額の被保険者均等割額） （介護納付金賦課額の被保険者均等割額） 

第１４条の９ （略） 第１４条の９ （略） 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額） 

 第１４条の１０ 保険料の賦課額のうち子ど

も・子育て支援納付金賦課額は、一世帯に属

する被保険者につき算定した所得割額及び

被保険者均等割額の合計額に、当該世帯に属

する１８歳以上被保険者（政令第２９条の７

第５項第３号に規定する１８歳以上被保険

者をいう。以下同じ。）につき算定した１８

歳以上被保険者均等割額を加算した額とす

る。ただし、子ども・子育て支援納付金賦課

額は、同項第１０号に規定する額を超えるこ

とができない。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の所得

割額の算定） 

 第１４条の１１ 前条の所得割額は、被保険者

の賦課期日の属する年の前年の所得に係る

基礎控除後の総所得金額等に、１００分の

０．３３を乗じて得た額とする。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等

割額） 

 第１４条の１２ 第１４条の１０の被保険者

均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額



 

は、次のとおりとする。 

 (1) 被保険者均等割額 被保険者１人につ

いて １，８００円 

 (2) １８歳以上被保険者均等割額 １８歳

以上被保険者１人について ２００円 

 （保険料の端数処理）  （保険料の端数処理） 

第１５条 基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦

課額及び介護納付金賦課額に１００円未満

の端数があるときは、それぞれその端数金額

は切り捨てる。 

第１５条 基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦

課額、介護納付金賦課額及び子ども・子育て

支援納付金賦課額に１００円未満の端数が

あるときは、それぞれその端数金額は切り捨

てる。 

２ 普通徴収に係る保険料を各納期に分割す

る場合において、基礎賦課額、後期高齢者支

援金等賦課額及び介護納付金賦課額の各納

期の納付額の合計額に１００円未満の端数

があるときは、その端数金額は、全て最初の

納期に納付するものとする。 

２ 普通徴収に係る保険料を各納期に分割す

る場合において、基礎賦課額、後期高齢者支

援金等賦課額、介護納付金賦課額及び子ど

も・子育て支援納付金賦課額の各納期の納付

額の合計額に１００円未満の端数があると

きは、その端数金額は、全て最初の納期に納

付するものとする。 

（賦課期日後において納付義務の発生、消

滅又は被保険者数の異動等があった場合） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消

滅又は被保険者数の異動等があった場合） 

第１７条 保険料の賦課期日後に納付義務が

発生し、一世帯に属する被保険者数が増加

し、若しくは減少し、一世帯に属する被保険

者が介護納付金賦課被保険者となった若し

くは介護納付金賦課被保険者でなくなった、

又は政令第２９条の７の２第２項に規定す

る特例対象被保険者等（以下「特例対象被保

険者等」という。）となった場合における当

該納付義務者に係る第１１条若しくは第 

１４条の２の額（被保険者数が増加し、若し

くは減少した場合（特定同一世帯所属者に該

当することにより被保険者数が減少した場

合を除く。）又は特例対象被保険者等となっ

第１７条 保険料の賦課期日後に納付義務が

発生し、一世帯に属する被保険者数が増加

し、若しくは減少し、一世帯に属する被保険

者が介護納付金賦課被保険者となった若し

くは介護納付金賦課被保険者でなくなった、

又は政令第２９条の７の２第２項に規定す

る特例対象被保険者等（以下「特例対象被保

険者等」という。）となった場合における当

該納付義務者に係る第１１条若しくは第 

１４条の２の額（被保険者数が増加し、若し

くは減少した場合（特定同一世帯所属者に該

当することにより被保険者数が減少した場

合を除く。）又は特例対象被保険者等となっ



 

た場合における当該納付義務者に係る世帯

別平等割額を除く。）、第１４条の６の額又は

第２０条第１項各号に定める額若しくは同

条第４項若しくは第５項の規定により読み

替えて準用する同条第１項各号に定める額

の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し

た日、被保険者数が増加し、若しくは減少し

た日（法第６条第１号から第８号までの規定

のいずれかに該当したことにより被保険者

数が減少した場合においては、その減少した

日が月の初日であるときに限り、その前日と

する。）、一世帯に属する被保険者が介護納付

金賦課被保険者となった若しくは介護納付

金賦課被保険者でなくなった日又は特例対

象被保険者等となった日の属する月から、月

割をもって行う。 

た場合における当該納付義務者に係る世帯

別平等割額を除く。）、第１４条の６若しくは

第１４条の１０の額又は第２０条第１項各

号（同条第４項又は第５項の規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項において同

じ。）若しくは同条第６項各号に定める額、

第２０条の３第１項若しくは第２項（これら

の規定を同条第３項又は第４項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。）に定める額、第２０条の４第１

項各号若しくは第２項各号（これらの規定を

同条第３項から第５項までの規定により読

み替えて準用する場合を含む。次項において

同じ。）に定める額若しくは第２０条の５第

１項若しくは第２項に定める額の算定は、そ

れぞれ、その納付義務が発生した日、被保険

者数が増加し、若しくは減少した日（法第６

条第１号から第８号までの規定のいずれか

に該当したことにより被保険者数が減少し

た場合においては、その減少した日が月の初

日であるときに限り、その前日とする。）、一

世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被

保険者となった若しくは介護納付金賦課被

保険者でなくなった日又は特例対象被保険

者等となった日の属する月から、月割をもっ

て行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し

た場合における当該納付義務者に係る第 

１１条若しくは第１４条の２の額、第１４条

の６の額又は第２０条第１項各号に定める

額若しくは同条第４項若しくは第５項の規

定により読み替えて準用する同条第１項各

号に定める額の算定は、その納付義務が消滅

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し

た場合における当該納付義務者に係る第 

１１条若しくは第１４条の２の額、第１４条

の６若しくは第１４条の１０の額又は第 

２０条第１項各号若しくは第６項各号に定

める額、第２０条の３第１項若しくは第２項

に定める額、第２０条の４第１項各号若しく



 

した日（法第６条第１号から第８号までの規

定のいずれかに該当したことにより納付義

務が消滅した場合においては、その消滅した

日が月の初日であるときに限り、その前日と

する。）の属する月の前月まで、月割をもっ

て行う。 

は第２項各号に定める額若しくは第２０条

の５第１項若しくは第２項に定める額の算

定は、その納付義務が消滅した日（法第６条

第１号から第８号までの規定のいずれかに

該当したことにより納付義務が消滅した場

合においては、その消滅した日が月の初日で

あるときに限り、その前日とする。）の属す

る月の前月まで、月割をもって行う。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第２０条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１１条の基礎賦課額から、それぞ

れ、当該各号に定める額を減額した額とす

る。 

第２０条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１１条の基礎賦課額から、それぞ

れ、当該各号に定める額を減額した額とす

る。 

 (1) 世帯主並びに賦課期日（賦課期日後に保

険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。）現在において当該世

帯主の世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方税法第

３１４条の２第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額（政令第２９

条の７第５項第１号に規定する他の所得

と区分して計算される所得の金額をいう。

次項において同じ。）の合算額が、同法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等（政令第２９条の７第５項第１

号に規定する世帯主等をいう。以下この項

において同じ。）のうち給与所得者等の数

（同号に規定する給与所得者等の数をい

う。以下この項において同じ。）が２以上

の場合にあっては、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額に当該給与

 (1) 世帯主並びに賦課期日（賦課期日後に保

険料の納付義務が発生した場合にはその

発生した日とする。）現在において当該世

帯主の世帯に属する被保険者及び特定同

一世帯所属者につき算定した地方税法第

３１４条の２第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額（政令第２９

条の７第６項第１号に規定する他の所得

と区分して計算される所得の金額をいう。

次項において同じ。）の合算額が、同法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等（政令第２９条の７第６項第１

号に規定する世帯主等をいう。以下この条

において同じ。）のうち給与所得者等の数

（同号に規定する給与所得者等の数をい

う。以下この条において同じ。）が２以上

の場合にあっては、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額に当該給与



 

所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者 

所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）を超え

ない世帯に係る保険料の納付義務者 次

に掲げる額の合算額 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 

 (2) 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第 

 (2) 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第 

３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加え

た金額）に政令第２９条の７第５項第３

号ロの規定において被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数に乗じるこ

ととされる金額に賦課期日（賦課期日後

に保険料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。）現在当該世帯に

属する被保険者の数と特定同一世帯所属

者の数の合計数を乗じて得た額を加算し

た金額を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者（前号に該当する者を除く。） 

３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加え

た金額）に政令第２９条の７第６項第３

号ロの規定において被保険者の数と特定

同一世帯所属者の数の合計数に乗じるこ

ととされる金額に賦課期日（賦課期日後

に保険料の納付義務が発生した場合には

その発生した日とする。）現在において当

該世帯に属する被保険者の数と特定同一

世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額

を加算した金額を超えない世帯に係る保

険料の納付義務者（前号に該当する者を

除く。） 次に掲げる額の合算額 

  ア・イ （略）   ア・イ （略） 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法

第３１４条の２第２項第１号に定める金

額（世帯主等のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に定める

金額に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１０万円を乗じて得た金額を加

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合算額が、地方税法

第３１４条の２第２項第１号に定める金

額（世帯主等のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、同号に定める

金額に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１０万円を乗じて得た金額を加



 

えた金額）に政令第２９条の７第５項第

３号ハの規定において被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数に乗じる

こととされる金額に賦課期日（賦課期日

後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在当該世帯

に属する被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数を乗じて得た額を加算

した金額を超えない世帯に係る保険料の

納付義務者（前２号に該当する者を除

く。） 

えた金額）に政令第２９条の７第６項第

３号ハの規定において被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数に乗じる

こととされる金額に賦課期日（賦課期日

後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在において

当該世帯に属する被保険者の数と特定同

一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者（前２号に該当する

者を除く。） 次に掲げる額の合算額 

 ア・イ （略）  ア・イ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 ６ 次の各号に該当する納付義務者に対して

課する保険料の賦課額のうち子ども・子育

て支援納付金賦課額は、第１４条の１０の

子ども・子育て支援納付金賦課額から、そ

れぞれ、当該各号に定める額を減額した額

とする。 

 (1) 第１項第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地

方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額（世帯主等のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加えた金額）を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者 次に掲げる額の合

算額 

 ア 被保険者１人につき当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額に１０分の７を乗じて得



 

た額 

 イ １８歳以上被保険者１人につき当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦

課額の１８歳以上被保険者均等割額に

１０分の７を乗じて得た額 

 (2) 第１項第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地

方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額（世帯主等のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加えた金額）に政令第２９条の７第

６項第３号ロの規定において被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合計数に

乗じることとされる金額に賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）現在に

おいて当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者（前号に該当

する者を除く。） 次に掲げる額の合算額 

 ア 被保険者１人につき当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額に１０分の５を乗じて得

た額 

 イ １８歳以上被保険者１人につき当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦

課額の１８歳以上被保険者均等割額に

１０分の５を乗じて得た額 

 (3) 第１項第１号に規定する総所得金額及



 

び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地

方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額（世帯主等のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の数から

１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加えた金額）に政令第２９条の７第

６項第３号ハの規定において被保険者の

数と特定同一世帯所属者の数の合計数に

乗じることとされる金額に賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）現在に

おいて当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る保険料の納付義務者（前２号に該

当する者を除く。） 次に掲げる額の合算

額 

 ア 被保険者１人につき当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額に１０分の２を乗じて得

た額 

 イ １８歳以上被保険者１人につき当該

年度分の子ども・子育て支援納付金賦

課額の１８歳以上被保険者均等割額に

１０分の２を乗じて得た額 

 ７ 第２項及び第３項の規定は、前項の規定に

よる子ども・子育て支援納付金賦課額の減額

について準用する。 

（特例対象被保険者等の特例） （特例対象被保険者等の特例） 

第２０条の２ 世帯主の世帯に属する被保険

者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保

第２０条の２ 世帯主の世帯に属する被保険

者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保



 

険者等である場合における第１２条、第１４

条の３、第１４条の７及び前条の規定の適用

については、第１２条第１項中「第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額」とあるの

は「第３１４条の２第１項に規定する総所得

金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条

第１項に規定する給与所得が含まれている

場合においては、当該給与所得については、

同条第２項の規定によって計算した金額の

１００分の３０に相当する金額によるもの

とする。以下この条において同じ。）」と、「同

法」とあるのは「地方税法」と、前条第１項

第１号中「総所得金額」とあるのは「総所得

金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所

得税法第２８条第１項に規定する給与所得

が含まれている場合においては、当該給与所

得については、同条第２項の規定によって計

算した金額の１００分の３０に相当する金

額によるものとする。次項において同じ。）」

と、「同法」とあるのは「地方税法」とする。 

険者等である場合における第１２条、第１４

条の３、第１４条の７、第１４条の１１及び

前条の規定の適用については、第１２条第１

項中「第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額」とあるのは「第３１４条の２第１項

に規定する総所得金額（特例対象被保険者等

の総所得金額に所得税法（昭和４０年法律第

３３号）第２８条第１項に規定する給与所得

が含まれている場合においては、当該給与所

得については、同条第２項の規定によって計

算した金額の１００分の３０に相当する金

額によるものとする。以下この条において同

じ。）」と、「同法」とあるのは「地方税法」

と、前条第１項第１号中「総所得金額」とあ

るのは「総所得金額（特例対象被保険者等の

総所得金額に所得税法第２８条第１項に規

定する給与所得が含まれている場合におい

ては、当該給与所得については、同条第２項

の規定によって計算した金額の１００分の

３０に相当する金額によるものとする。次項

において同じ。）」と、「同法」とあるのは「地

方税法」とする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第２０条の３ （略） 第２０条の３ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 ４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育

て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課

額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金

賦課額」と、「第１４条第１号」とあるのは

「第１４条の１２第１号」と、第２項中「基

礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援

納付金賦課額」と、「第１４条第１号」とあ



 

るのは「第１４条の１２第１号」と、「第  

２０条第１項各号」とあるのは「第２０条第

６項各号」と読み替えるものとする。 

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第２０条の４ 当該年度において、その世帯に

出産被保険者（政令第２９条の７第５項第８

号に規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。）がある場合における当該世帯の納付義

務者に対して課する保険料の賦課額のうち

基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、

次に掲げる額の合算額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り上げた額）を

減額した額とする（次項に規定する場合を除

く。）。 

第２０条の４ 当該年度において、その世帯に

出産被保険者（政令第２９条の７第６項第８

号に規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。）がある場合における当該世帯の納付義

務者に対して課する保険料の賦課額のうち

基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、

次に掲げる額の合算額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り上げた額）を

減額した額とする（次項に規定する場合を除

く。）。 

(1) 当該出産被保険者に係る第１２条第１

項の所得割額に１２分の１を乗じて得た

額に、当該出産被保険者の出産の予定日

（国民健康保険法施行規則（昭和３３年

厚生省令第５３号）第３２条の１０の２

で定める場合には、出産の日。第２３条

第１項及び第２項において同じ。）の属す

る月（以下この号において「出産予定月」

という。）の前月（多胎妊娠の場合には、

３月前）から出産予定月の翌々月までの

期間（以下「産前産後期間」という。）の

うち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

(1) 当該出産被保険者に係る第１２条第１

項の所得割額に１２分の１を乗じて得た

額に、当該出産被保険者の出産の予定日

（国民健康保険法施行規則（昭和３３年

厚生省令第５３号）第３２条の１０の３

で定める場合には、出産の日。第２３条

第１項及び第２項において同じ。）の属す

る月（以下この号において「出産予定月」

という。）の前月（多胎妊娠の場合には、

３月前）から出産予定月の翌々月までの

期間（以下「産前産後期間」という。）の

うち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

(2) （略） (2) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 ５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育

て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課

額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金



 

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第  １

４条の１０」と、「第１２条第１項」とある

のは「第１４条の１１」と、「第１４条第１

号の被保険者均等割額に」とあるのは「第 

１４条の１２第１号の被保険者均等割額及

び同条第２号の１８歳以上被保険者均等割

額にそれぞれ」と、「当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額」とあるのは「それぞれ当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額の合算額」と、

第２項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・

子育て支援納付金賦課額」と、「第１１条」

とあるのは「第１４条の１０」と、「第１２

条第１項」とあるのは「第１４条の１１」と、

「第１４条第１号の被保険者均等割額」とあ

るのは「第１４条の１２第１号の被保険者均

等割額及び同条第２号の１８歳以上被保険

者均等割額」と、「当該額に第２０条第１項

各号」とあるのは「当該これらの額にそれぞ

れ第２０条第６項各号」と、「同項各号ア」

とあるのは「同項各号」と、「減額した額に  

１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額」とあるのは「それぞ

れ減額した額にそれぞれ１２分の１を乗じ

て得た額に、それぞれ当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額の合算額」と読み替えるものと

する。 

 （１８歳未満被保険者の被保険者均等割額

の減額） 

 第２０条の５ 当該年度において、その世帯に



 

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

以前である被保険者（以下「１８歳未満被保

険者」という。）がある場合における当該  

１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割額は、第１４条の１２第１号の被保険者

均等割額から、当該額を減額した額とする

（次項に規定する場合を除く。）。 

 ２ 当該年度において、第２０条第６項、第 

２０条の３第４項の規定により読み替えて

準用する同条第１項若しくは第２項又は前

条第５項の規定により読み替えて準用する

同条第１項若しくは第２項の規定により子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割額を減額するものとした納付義務者の

世帯に１８歳未満被保険者がある場合にお

ける当該１８歳未満被保険者に係る当該年

度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割額は、当該減額後の額から、当

該額を減額した額とする。 

（保険料の額の通知） （保険料の額の通知） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

   附 則    附 則 

（保険料の減免の特例） （保険料の減免の特例） 

３ 当分の間、第１１条、第１４条の２及び第

１４条の６の所得割額に係る第２８条第１

項第２号の規定の適用については、同号中

「該当する者（資格取得日の属する月以後２

年を経過する月までの間に限る。）」とある

のは、「該当する者」とする。 

３ 当分の間、第１１条、第１４条の２、第  

１４条の６及び第１４条の１０の所得割額

に係る第２８条第１項第２号の規定の適用

については、同号中「該当する者（資格取得

日の属する月以後２年を経過する月までの

間に限る。）」とあるのは、「該当する者」

とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 



 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の浜松市国民健康保険条例の規定は、令和８年度分の保険料から適用し、令和

７年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 

（あらまし） 

 この条例は、国民健康保険法の一部改正により、新たに子ども・子育て支援納付金の徴

収制度を導入することに伴い、規定を整備するものです。 


